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開議 午前 ９時５２分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） ただいまより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 例月出納検査報告について（監報第３号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１ 監報第３号、例月出納検査報告についてを議題といた

します。 

 本報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質

疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですから、監報第３号、例月出納検査報告については、

報告済みといたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 報告第１６号及び報告第１７号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の２ 報告第１６号及び報告第１７号についてを一括議題と

いたします。 

 本報告については、議会運営委員会及び常任委員会の所管事項調査であり、文書御配付

のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第１６号及び報告第

１７号については、報告済みといたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第３ 報告第１８号 まちづくり活性化調査特別委員会 

            報告について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の３ 報告第１８号まちづくり活性化調査特別委員会報告に

ついてを議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 齊藤委員長、登壇報告願います。 

（まちづくり活性化調査特別委員会委員長齊藤 且氏 登壇） 

◎まちづくり活性化調査特別委員会委員長（齊藤 且氏） 平成１９年第１回臨時会で決

議設置されました「まちづくり活性化調査特別委員会」について、平成２２年第２回定例
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会で報告をした以降の調査結果を御報告いたします。 

 この委員会は、議長を除く全議員による委員会で調査を行っておりますので、質疑と答

弁等内容の詳細は省略させていただきますので、御了承賜りたいと思います。 

 さて、第２回定例会以降、８月３日に開催しました委員会では、「１、市立三笠総合病

院の状況について」「２、北海道三笠高等学校の市立化の検討状況について」提示のあっ

た資料をもとに調査を行いました。 

 初めに、市立三笠総合病院の状況についての調査では、１、第１四半期（６月末）の執

行状況について調査しました。 

 次に、北海道三笠高等学校の市立化の検討状況についての調査では、１、公共施設の収

支状況について、２、空知管内市町の教育費の割合について、３、その他について調査

し、行政から資料説明を受けた後、各委員からの質疑と答弁があり、調査を終了しまし

た。 

 以上をもちまして、本委員会の調査結果について御報告させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第１８号まちづくり

活性化調査特別委員会報告については、報告済みといたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 報告第１９号 平成２１年度健全化判断比率及び 

            資金不足比率の報告について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の４ 報告第１９号平成２１年度健全化判断比率及び資金不

足比率の報告についてを議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 報告第１９号平成２１年度健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて、報告申し上げます。 

 今回の報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２１年度決算

に係る健全化判断比率及び資金不足比率の結果を、同法第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により報告するものであります。 

 その算定結果につきましては、健全化判断比率のうち実質赤字比率及び連結実質赤字比

率は黒字決算となったことから算出されず、一方、実質公債費比率は２０.２％、将来負

担比率は１９３.３％となったものであります。 
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 資金不足比率についても、すべての公営企業会計で資金不足の発生がなかったため、算

出されないものであります。 

 いずれの指標も早期健全化基準、経営健全化基準には該当しない結果となっているもの

であります。 

 以上、報告といたします。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） この判断比率ですから、一つのいろんな意味で、これ将来的にも

こういう比率というのは非常に大きなこれからの財政上、方向づけとして大変優良になっ

てきたなというふうにちょっと今自信を持っているわけですけれども、この将来負担比率

ですね、１９３.３％、これ高いのか低いのか、将来に向けてこれがどの基準になってい

るのですか、そこだけ教えてください。 

◎議長（髙橋 守氏） 北山総務部長。 

◎総務部長（北山一幸氏） 基本的に将来負担比率につきましては、公債費、それから債

務負担行為等々の、それから公社などの基金を除きました、それを財政標準規模で割った

比率ということでございまして、これにつきましては、３５０％が国の基準でございまし

て、これから見ますと１９３.３％でございますので、非常に状況としてはいいのかなと

いうふうに判断してございます。 

 以上でございます。 

◎議長（髙橋 守氏） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第１９号平成２１年

度健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、報告済みといたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第５５号から議案第５９号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の５ 議案第５５号から議案第５９号までについてを一括議

題といたします。 

 市長から提案の理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第５５号三笠市公立学校設置条例の一部を改正する条例の制

定から議案第５９号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定まで、一括して提案

説明申し上げます。 

 最初に、議案第５５号三笠市公立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてで
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ありますが、今回の改正は、市立小学校及び中学校の統合並びに三笠高等学校の市立化に

伴う市立高等学校の設置について必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、統合により閉校となる美園小学校、新幌内小学校、幾春別小学校及び三

笠中央中学校を削除するとともに、三笠市立高等学校を新たに追加するものであります。 

 施行期日は、市立小学校及び中学校の統合については、平成２３年４月１日、市立高等

学校の設置については、北海道教育委員会が認可する北海道三笠高等学校の開設日とする

ものであります。 

 次に、議案第５６号三笠市立高等学校入学料等条例の制定についてでありますが、今回

の制定は、三笠高等学校の市立化に伴う入学検定料及び入学料の額等を定めるものであり

ます。 

 制定の内容は、入学検定料及び入学料の額について、道立高校をはじめ他の市町村立学

校の金額と同様とするものであり、入学検定料を２,２００円、入学料を５,６５０円とす

るものであります。 

 施行期日は、北海道教育委員会が認可する北海道三笠高等学校の開設日とするものであ

りますが、平成２４年度入学者については、平成２３年度中に納入手続が生ずるほか、市

立高校のＰＲや募集活動等に金額を定めておく必要があることから、施行日前においても

条例の規定が適用されるよう定めるものであります。 

 次に、議案第５７号三笠市立高等学校教育職員の給与等条例の制定についてであります

が、今回の制定は、三笠高等学校の市立化に伴い、市立高等学校設立準備室の教育職員及

び市立高等学校の教育職員に係る給与、勤務時間、その他の勤務条件を定めるものであり

ます。 

 制定の内容は、給与、勤務時間、その他の勤務条件について、道立高校の職員と同様と

するため、北海道の関係条例を準用するものでありますが、給与の支払いや控除等の手

続、退職手当及び年末年始の休日については、本市の制度を適用するものであります。 

 施行期日は、北海道教育委員会が認可する北海道三笠高等学校の開設日とするものであ

ります。 

 次に、議案第５８号三笠市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、今回の改正は、三笠高等学校の市立化に伴い、市立高等学校設立準備室の職員及び

市立高等学校の職員定数を定めるため、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、教育委員会職員の定数に市立高等学校設立準備室の職員を含む市立高等

学校の職員１４人を追加し、定数の合計を２０人から３４人に改正するものであります。 

 施行期日は、平成２３年４月１日であります。 

 最後に、議案第５９号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、今回の改正は、住宅用防災機器に関する省令の一部改正に伴い、必要な改正を行

うものであります。 

 改正の内容は、複合型居住施設用自動火災報知設備を寝室、寝室が存する階の階段の上
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端等に設置した場合、住宅用防災警報器等の設置を免除するものであります。 

 施行期日は、平成２２年１２月１日であります。 

 以上、議案第５５号から議案第５９号まで一括して提案説明といたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

 議案第５５号から議案第５９号までについて一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第５５号から議案第５９号までについては、総合常

任委員会に付託いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第６０号から議案第６６号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の６ 議案第６０号から議案第６６号までについてを一括議

題といたします。 

 市長からの提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男君 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第６０号平成２２年度三笠市一般会計補正予算（第２回）か

ら議案第６６号平成２２年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第２回）まで、一括し

て提案説明を申し上げます。 

 最初に、議案第６０号平成２２年度三笠市一般会計補正予算（第２回）についてであり

ますが、今回の補正は、既定予算額９０億１２６万１,０００円に８,１４２万３,０００

円を追加し、予算の総額を９０億８,２６８万４,０００円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、総務費では、桂沢・西桂沢地区における地上デジタルテレビ

放送の難視聴を解消するため、西桂沢テレビ共聴組合が実施する受信施設の改修に要する

費用の一部を支援するほか、所得税申告書の電子データ化に伴う連携システムの導入費用

を措置するものであります。 

 民生費では、三葉保育所の雨漏りが著しいため、屋外防水層の改修を行うほか、生活保

護レセプトの電子データ化に伴う管理システムの導入費用を措置するものであります。 

 また、各特別会計の前年度繰越金の精算や生活保護費などの国・道支出金の前年度超過

交付金について、精算還付を行うものであります。 

 衛生費では、市民の健康保持及び増進を図ることを目的に、予防接種法に基づかない子

宮頸がんほか３種類の予防ワクチン接種費の助成を行うものであります。 
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 労働費では、国の緊急雇用創出事業を活用し、中央公園における冬の
あか

灯り創出事業の

ほか、不法投棄監視巡回事業、有害鳥獣生息調査等事業、三笠市商店街活性化推進事業の

４事業を実施するための費用を措置するものであります。 

 農林水産業費では、農地法改正に伴う農地基本台帳システムの改修等に必要な費用を措

置するほか、口蹄疫の侵入防止対策として、市内の畜産農家へ消毒剤等を配布する費用を

措置するものであります。 

 土木費では、住まいのリフォーム助成事業の希望者が多く、本事業を期待する市民要望

にこたえることが必要と判断することから、さらに助成枠を拡大するものであります。 

 教育費では、三笠中学校グラウンドへの照明設置について、使用時の安全性を考慮し、

さらに照度を確保するため、照明設備を当初予定より増設するほか、三笠ドームの雨漏り

を防止するため改修費を措置するものであります。 

 また、市立高校の開校に向け、調理師養成施設の指定を受けるための教室改修調査を実

施するものであります。 

 一方、歳入でありますが、新たな事業における補助金など歳出関連の特定財源収入２,

５６２万２,０００円を増額するほか、一般財源については、国・道支出金の前年度精算

交付金のほか、前年度繰越金の一部として、普通交付税の増額決定分の一部を調整計上す

るものであります。 

 地方債については、グラウンドへの照明設置事業及び地上デジタル放送送受信環境整備

事業の増額補正に伴う限度額の変更を行うものであります。 

 次に、議案第６１号平成２２年度三笠市老人保健特別会計補正予算（第１回）について

でありますが、今回の補正は、既定予算額１７８万３,０００円に１８４万７,０００円を

追加し、予算の総額を３６３万円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、平成２１年度の事業確定に伴い、支払基金交付金、国庫支出

金及び道支出金等に精算還付金が生じたため、１８４万７,０００円を増額計上するもの

であります。 

 一方、歳入でありますが、前年度繰越金として１８４万７,０００円を計上するもので

あります。 

 次に、議案第６２号平成２２年度三笠市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）に

ついてでありますが、今回の補正は、歳入歳出既定予算額に変更は生じなく、２億１,８

１０万９,０００円とするものであります。 

 歳出には変更がなく、歳入でありますが、平成２１年度の一般会計繰入金の精算に伴い

５万円の繰越金が生じたため、この見合い分を平成２２年度の一般会計繰入金から減額す

るものであります。 

 次に、議案第６３号平成２２年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第１回）につ

いてでありますが、今回の補正は、既定予算額１７億１,１９５万６,０００円に６,２０
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７万円を追加し、予算の総額を１７億７,４０２万６,０００円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、平成２１年度の事業確定に伴い、療養給付費等負担金等に精

算還付金が生じたため、３０４万７,０００円を増額し、歳入歳出における余剰金５,９０

２万３,０００円を基金積立金に計上するものであります。 

 一方、歳入でありますが、療養給付費等交付金及び前年度繰越金として６,２０７万円

を計上するものであります。 

 次に、議案第６４号平成２２年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第２回）について

でありますが、今回の補正は、既定予算額１４億９,２２１万７,０００円に２,５７６万

９,０００円を追加し、予算の総額を１５億１,７９８万６,０００円とするものでありま

す。 

 まず、歳出でありますが、平成２１年度の事業確定に伴い、支払基金交付金等に精算還

付金が生じたため、１,６９１万６,０００円を増額計上し、歳入歳出における余剰金８８

５万３,０００円を基金積立金に計上するものであります。 

 一方、歳入でありますが、平成２１年度一般会計繰入金及び前年度繰越金として２,５

７６万９,０００円を計上するものであります。 

 次に、議案第６５号平成２２年度三笠市育英特別会計補正予算（第１回）についてであ

りますが、今回の補正は、既定予算額３９０万２,０００円に２２万７,０００円を追加

し、予算の総額を４１２万９,０００円とするものであります。 

 補正の内容は、前年度繰越金の発生に伴い、歳入に繰越金、歳出に基金積立金をそれぞ

れ２２万７,０００円増額措置するものであります。 

 最後に、議案第６６号平成２２年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第２回）につ

いてでありますが、今回の補正予算の内容は、国の新型インフルエンザ患者受入医療機関

整備費補助事業を活用し、医療機器などを備蓄する上で必要となる予算について措置する

ものであります。 

 この結果、収益的収支と資本的収支を合わせた内部留保資金の状況は、２,３２４万６,

０００円となる見込みであります。 

 以上、議案第６０号から議案第６６号まで一括して提案説明といたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑を入ります。 

 議案第６０号から議案第６６号までについて一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第６０号から議案第６６号までについては、総合常

任委員会に付託いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第７ 議案第６８号 三笠市固定資産評価審査委員会補 



─ 10 ─

            欠委員の選任について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の７ 議案第６８号三笠市固定資産評価審査委員会補欠委員

の選任についてを議題といたします。 

 市長から提案の理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第６８号三笠市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任につ

いて提案説明申し上げます。 

 今回、三笠市固定資産評価審査委員会委員西村厚志氏より平成２２年７月３０日付、秋

元隆氏より８月１２日付で辞任の届け出があったことに伴い、地方税法第４２３条第４項

の規定により、その補欠委員として村井充氏、清水孝裕氏を選任しましたので、同法第４

２３条第５項の規定により、議会の承認を求めるものであります。 

 村井充氏は、昭和３３年１０月１２日生まれで５１歳、住所は三笠市いちきしり２番地

の２、職業は農業で、三笠市農民協議会青色申告部会副部会長であります。 

 清水孝裕氏は、昭和３４年１２月２６日生まれで５０歳、住所は三笠市若松町１番地４

８、職業は有限会社清水商店代表取締役で、三笠市商工会理事であります。 

 三笠市固定資産評価審査委員会委員として適任であると考え、補欠の委員に選任しまし

たので、御承認くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りいたします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認め、質疑、討論を省略することに決定いたしまし

た。 

 続いて、お諮りいたします。 

 本案については、承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６８号三笠市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任については、承認すること

に決定いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第８ 議案第６９号 平成２２年度三笠市一般会計 

            補正予算（第３回）について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の８ 議案第６９号平成２２年度三笠市一般会計補正予算に
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ついてを議題といたします。 

 市長から提案の理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第６９号平成２２年度三笠市一般会計補正予算（第３回）に

ついて提案説明を申し上げます。 

 今回の補正は、８月２４日の大雨の影響で、市道清住東２号線ののり面が崩落し、早期

に改善しなければならない状況であることから、その災害復旧事業費を措置するため、既

定予算額９０億８,２６８万４,０００円に１,９１５万円を追加し、予算の総額を９１億

１８３万４,０００円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、災害復旧費として本工事費のほか設計、用地確定の測量委託

費と民有地の取得費を措置するものであります。 

 一方、歳入でありますが、本事業にかかわる国庫支出金と市債の特定財源収入１,３０

０万円を増額するほか、一般財源については、普通交付税の増額決定分の一部を調整計上

するものであります。 

 次に、地方債の補正でありますが、同様に本事業にかかわる道路災害復旧債を追加する

ものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第６９号三笠市一般会計補正予算については、総合

常任委員会に付託いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の９ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

といたします。 

 市長から提案の理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について提案説明申し上げ

ます。 
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 法務大臣から委嘱されております人権擁護委員荒井優子氏の平成２２年１２月３１日付

任期満了に伴い、後任候補者について、引き続き同氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 再任の荒井優子氏は、昭和１８年１月２５日生まれで６７歳、住所は三笠市清住町１４

２番地であります。 

 同氏は、三笠市商工会女性部長をはじめ、北海道商工会連合会女性部理事、三笠市保健

推進委員、民生委員児童委員などを歴任し、平成１７年１月１日から人権擁護委員に委嘱

されており、人格、識見等から、人権擁護委員として適任であると考えますので、御答申

くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 本案については、推薦に可とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦については、可と答申することに決定いたしまし

た。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１０ 請願第１号 市立三笠高校設置計画での慎重審 

             議を求める請願書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１０ 請願第１号市立三笠高校設置計画での慎重審議を求

める請願書を議題といたします。 

 ただいま議題となっております請願第１号については、お手元に御配付の請願文書表の

とおり総合常任委員会に付託いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎休 会 の 議 決 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 休会についてお諮りいたします。 

 議事の都合により、明日９月１６日から９月２３日までの８日間休会としたいと思いま

す。御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 ９月１６日から９月２３日までの８日間休会にすることに決定いたしました。 

 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎散 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 本日は、これをもって散会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 

散会 午前１０時２３分  
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